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○

青
森
県
職
業
能
力
開
発
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
の
基
準
）

（
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
課
程
の

第
三
条

条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
普
通
課
程
の

普
通
職
業
訓
練
に
係
る
規
則
で
定
め
る
訓
練
科
は
、
別
表
第
一
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め

普
通
職
業
訓
練
に
係
る
規
則
で
定
め
る
訓
練
科
は
、
別
表
第
一
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め

る
訓
練
科
と
し
、
当
該
訓
練
科
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次

る
訓
練
科
と
し
、
当
該
訓
練
科
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

２

条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
短
期
過
程
の
普
通

２

条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
県
立
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
短
期
過
程
の
普
通

職
業
訓
練
に
係
る
規
則
で
定
め
る
訓
練
科
は
、
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る
訓

職
業
訓
練
に
係
る
規
則
で
定
め
る
訓
練
科
は
、
別
表
第
二
の
訓
練
科
の
欄
に
定
め
る
訓

練
科
と
し
、
当
該
訓
練
科
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

練
科
と
し
、
当
該
訓
練
科
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

略

一

略

（
削
除
）

二

訓
練
の
実
施
方
法

通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
適
切
と
認
め
ら
れ
る

方
法
に
よ
り
添
削
指
導
及
び
面
接
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二
～
七

略

三
～
八

略


